P39
【一】武 (●)徳 (●)元 (●)年 (●)。西紀六一八年なり。
【二】寧 (●)州 (●)。北地部を以て寧州と爲し、定安に治す。今の甘肅省涇原道寧縣。
【三】涇州保定縣（今の甘肅省涇原道涇川縣の北五里）に折墌の故城あり。
【四】薛擧父子、時に秦隴に據る。
【五】涼 (●)州 (●)。武威郡を復して、涼州と爲す。

P40
【六】林慮縣に嚴州を置く
【七】臨 (●)洮 (●)。後周の武帝、吐谷渾を遂うて以て洮陽郡を置き、尋ぎて洮州を置く。大業の初め、州を改めて臨洮郡と爲す。今の甘肅省蘭山道臨潭縣の西南七十里。
【八】呉公臺は揚州城の西北なる雷塘の西に在り。
【九】是年四月、化及、江都を發す。
【十】義寧元年春、伏威、歴陽に據る。
【十一】陳 (●)杲 (●)仁 (●)。新唐書には陳果仁に作る
【十二】李德林は齊・周・隋に歴事す。
【十三】邢 (●)州 (●)。復た襄國郡を以て邢州と爲す。
【十四】伯 (●)山 (●)。陳の文帝の子

P41
【十五】虞 (●)州 (●)。義寧元年、安邑・虞郷・夏三縣を以て安邑郡を置く。武徳元年、虞州と曰う。
【十六】翟讓を殺すこと、一百八十四卷義寧元年十一
月に見ゆ。
【十七】郭 (●)は郛郭なり。
【十八】屑 (●)越 (●)。猶お狼藉して之を棄つと言うがごとし。

P42
【十九】周公、洛を作る。世充、之を假りて以て士氣を振作するなり。
【二十】永 (●)通 (●)の (●)字 (●)云々。張永通が周公意を宣するを以て、故に旗幡に永通の字を書し、以て神助を表す。
【二十一】通 (●)濟 (●)渠 (●)。大業元年、開く所。

P43
【二十二】老 (●)生 (●)。魏徴をいう

P44
【二十三】二人共に一馬に騎るを重騎と曰う。
【二十四】捩 (●)折 (●)。ねぢ折る也。
【二十五】北 (●)山 (●)。即ち北邙山なり。

P45
【二十六】此れ義寧元年春二月の事なり。

P46
【二十七】彦 (●)藻 (●)。房彦藻なり。是年二月、彦藻死す。此れ亦日前の事を敍す。
【二十八】事、一百八十四卷義寧元年十一月見ゆ。
【二十九】號 (●)絶 (●)。大に號叫するなり。
【三十】唐公が兵を起こししより之と連和するを謂う。

P47
【三十一】漢王、項羽と相拒ぐや、蕭何悉く子弟を遣わして軍に詣らしむ。天下既に定まり、功を論じ封を行うや、上曰はく、何、宗を擧りて數十人、我に随へりと。
【三十二】秦 (●)州 (●)。隴西郡を以て秦州と爲す。
【三十三】涇 (●)州 (●)。安定郡を涇州と爲す。
【三十四】士 (●)。當に兵に作るべし。「會々長平王叔良、兵を將ゐて涇州に至る云々」と讀む。

P48
【三十五】劉豊生は高齊の將、潁川に死す。
【三十六】隴 (●)州 (●)。今の陝西省關中道隴縣。
【三十七】宜 (●)祿 (●)川 (●)。豳涇二州の間に在り。貞観二年、豳の新年及び涇の保定・靈臺を分ちて宜祿縣を置く。
【三十八】上、禪を受くるの後、骨咄祿嘗て來り使す。
【三十九】白馬縣、滑州を帶ぶ。
【四十】戊 (●)寅 (●)暦 (●)。唐、禪を受けて國を建つるや、歳、戊寅に在り、故に以て暦に名づく。

P49
【四十一】宇文化及、封許公を襲ぐ、因つて以て國號と爲す。

P50
【四十二】竇融、河西を以て漢の光武に歸す。李密、自ら請う、之に過ぎたりと。
【四十三】崔民幹は、山東の望族なり。故に神通に副として以て諸郡縣を招撫せしむ。


P51
【四十四】南陽は即ち鄧州なり。
【四十五】是年二月、馬元規を遣わす、今死す。
【四十六】内 (●)外 (●)諸 (●)軍 (●)事 (●)の上に總督の二字を脱す。
【四十七】倨りて李密を見ること、上の七月見ゆ。
【四十八】武 (●)陟 (●)。河内郡修武縣、開皇十六年、析ちて武陟郡を置く。
【四十九】李諤は一百七十六卷陳の長城公至德三年に見ゆ。
【五十】北 (●)海 (●)。大業の初、靑州を以て北海郡と爲す。綦は姓。

P52
【五十一】明 (●)經 (●)。劉蘭成、蓋し嘗て明經科に應ず、因つて之を稱す。
【五十二】煬帝、郡の諸曹參軍を改めて書佐と爲す。

P53
【五十三】海陵縣は江都郡に屬す。
【五十四】燒 (●)器 (●)。鍋釜の屬。
【五十五】號 (●)。軍號なり。
【五十六】更 (●)號 (●)。持更の號。

P54
【五十七】冠 (●)軍 (●)司 (●)兵 (●)。冠軍將軍府の司兵なり。
【五十八】漢 (●)中 (●)。隋、諱を避けて漢中を以て漢川郡と爲す。唐復た漢中と曰う。仍ほ郡を改めて梁州と曰う。梁洋等の州は皆長安の南山の南に在り。
【五十九】李襲誉の先は、亦、隴西に出づ、故にこれを屬籍に附し、以て之を親とす。
【六十】宗正寺は、天子の族親の屬籍を掌り、以て昭穆を別
つ。
【六十一】李襲志は時に蕭銑に事う。
【六十二】淅 (●)州 (●)。淅陽郡、西魏、淅州を置く、南鄕縣に治す。
【六十三】李密既に降り、王軌來り降る。
【六十四】去年秋七月、薛擧、帝と稱し、仁果、太子と爲る。

P55
【六十五】新に敗れ。是年七月の淺水原の敗を請う。
【六十六】舅。世民は、竇氏の出なり、故に、軌を呼びて舅と爲すなり。

P56
【六十七】折 (●)。當に析に作るべし。
【六十八】隋の時より親王府に文學有り。

P57
【六十九】陽翟縣は襄城郡に屬す。
【七十】李密、國を建てて魏公と稱す。
【七十一】神通、時に、山東を安撫す。
【七十二】時に世勣に黎州總管を授け、英國公に封ず。
【七十三】宋 (●)州 (●)。復た梁郡を以て宋州と爲す。此時、唐未だ宋州を有する能わず。

P58
【七十四】之に委ねて官吏を選補せしむるなり。
【七十五】蒲 (●)反 (●)。漢志には蒲反に作り、後始めて蒲坂に作る。
【七十六】常達が屈せざるを賞する也。唐の制、凡そ十段を賜うには、其率、絹三匹、布三端、綿四斤、若し雑綵十段なるときは、絲布二匹、紬二匹、綾二匹、縵四匹なり。
【七十七】劉感が節に死するを賞するなり。
【七十八】薛仁果君臣に因りて以て相戒むるなり。
【七十九】是より先、劉文靜・殷開山、皆、淺水原の敗を以て名を除かる。
【八十】事、前に見ゆ。

P59
【八十一】光祿卿の職は、邦國の酒醴膳羞の事を掌り、太官・珍羞・良醞・掌醢四署の官屬を總べ、朝會宴饗には、其等差を節し、其豊約を量り、以てこれを供す。故に食を進むるに當る。
【八十二】東 (●)海 (●)公 (●)。密、徐世勣を封じて東海公と爲す。
【八十三】襄 (●)陽 (●)公 (●)。未だ誰たるを知らず。密の將張善相、時に伊州の刺史たり、襄城に據る。襄城より北に出づれば羅口なり。蓋し李密、善相を封じて襄城公と爲し、伯當、之を指して言うならん。然らば襄陽公は當に襄城公に作るべからん。
【八十四】地 (●)芥 (●)。草芥の横はりて地上に在る者を謂う。俯して拾へば、易くして必ず得べし。
【八十五】蒿 (●)箭 (●)云々。蒿は蓬蕭の屬、地に叢生す。人、皆、其の用無きを賤しむ。蒿を剡 (けず)りて箭を爲り、之を蒿中に射る。其の無用にして惜むに足らざるを言うなり。

P60
【八十六】弟 (●)。上、李密を呼びて弟と爲す。
【八十七】宗城縣は淸河郡に屬す。舊、廣宗と曰う。
【八十八】景城縣は河間郡に屬す。舊、成平と曰う。隋、越州を改めて會稽郡と爲す。
【八十九】竇建德、初め長樂王と稱す。
【九十】深澤縣は博陵郡に屬す。
【九十一】時に信都郡を冀州と爲し、博陵郡を定州と爲す。
【九十二】麴稜は時に唐に附く。
【九十三】崔暹は齊の高氏父子に事へ、彊禦を畏れざるを以て用いらる。

P61
【九十四】蒲 (●)州 (●)。河東郡を以て蒲州と爲す。
河 (●)北 (●)。大河以北黎相の地を謂う。
諸 (●)府 (●)。諸總管府なり。
【九十五】隋の煬帝、曷裟那を以て自ら従う。煬帝弑せられ、化及に従いしなり。
【九十六】義寧元年九月、屈突通、堯君素を留めて河東を守らしむ。
呂紹宗、之を攻め、克たず、韋義を以てこれに代らしむ、又克たず、武徳元年九月、獨孤懷恩を以てこれに代らしむ、仍ほ下らず。

P62 
【九十七】隋書堯君素傳に、煬帝、晋王たるとき、君素、左右を以て従う。
【九十八】解 (●)。漢の古縣。後魏、安定と曰う。西魏改めて南解と曰い、又改めて綏化と曰い、又虞郷と曰う。武徳元年、更めて解縣と曰い、別に虞郷縣を置く、竝に蒲州に屬す。今の山西省河東道解縣。
【九十九】柳 (●)城 (●)・北 (●)平 (●)。隋、襄平・柳城郡を置く、今の直隷省舊永平府の境に在り。北平郡は即ち平州盧龍の地、時に復た遼西郡を以て營州と爲す。

P63
【百】漁 (●)陽 (●)。隋の大業の初め、漁陽郡を無終に置く。
【百一】幽 (●)州 (●)。唐復た涿郡を以て幽州と爲す。
【百二】薛世雄が死すること一百八十四卷義寧元年に見ゆ。
【百三】唐の制、上柱國・郡公は、皆正二品、縣公は従二品。車騎将軍は諸衞郎將の職なり、正五品。
【百四】霍 (●)堡 (●)。蓋し世亂れ、霍氏の宗黨、堡を築き、以て自ら固む、因りて、以て名と爲すなり。
【百五】雍 (●)奴 (●)。漢の故縣。唐、幽州に屬す。今の京兆武淸縣の東八里に在り。
P64 
【百六】隋の煬帝、謁者臺を置き、司朝謁者・通事謁者・
通直謁者・將事謁者有り。
【百七】黄門侍郎は門下省に居る、之を東省と謂う。中書侍郎は、中書省に居る、之を西省と謂う。故に曰はく、近密に對居すと。
【百八】周 (●)氏 (●)陂 (●)。水經注に、白渠の尾、櫟陽に入りて、東南して渭に注ぐ。故に渠、漢の丞相周勃の家の南を逕、冢北に弱夫冢有り、故渠の東南に周氏曲有りと。即ち周氏陂なり。高陵縣の界に在り。
【百九】故 (●)墅 (●)。高陵縣（今の陝西省關中道）の西十里店に在り。上が、舊、居りし所なり。
【百十】旁 (●)。姓。
【百十一】南山。長安の南山なり。
【百十二】漢川。即ち漢中なり。

P65
【百十三】始 (●)州 (●)。普安は、漢の梓潼縣、廣漢郡ここに治す。宋、南安郡を置き、梁、南梁州を置き、後、安州と改む。西魏改めて始州と爲す。大業の初、改めて晋安郡と爲し、唐復た始州と爲す。
【百十四】梁 (●)州 (●)。唐、漢川郡を改めて梁州と爲す。
【百十五】穀 (●)州 (●)。新安縣、後周、中州及び東垣縣を置く。州尋ぎて廢す。開皇十六年、穀州を置く。後、州を廢し、新安郡を置く。武徳元年、穀州と改む。
【百十六】華 (●)州 (●)。周の宣王、其弟友を鄭に封じ、漢より以來、鄭縣と爲す。後魏、東雍州及び華山郡を置く。西魏改めて華州と曰う。後、隋、州を廢して華陰郡を置く。後、華州と改む。
【百十七】桃 (●)林 (●)縣 (●)。開皇十六年、閿郷・陝を分ちて桃林縣を置く。陝の西四十五里に在り。

P66解説のみ
【百十八】熊 (●)州 (●)。宜陽縣、後魏、宜陽郡を置き、東魏、陽州を置き、後周を改めて熊州と曰う。開皇の初、郡廢す。大業の初、州廢し、河南郡に屬す。義寧二年、段達を破り、宜陽郡を置く。武徳元年、熊州を置く。熊耳山を取りて以て州に名づく。今の河南省河洛道宜陽縣。
【百十九】徐世勣に就かんと欲するを言う。
【百二十】浸 (●)潤 (●)。讒言をいう。論語顔淵篇に、「浸潤の譖行われず」とあるに本づく。
【百二十一】絳 (●)灌 (●)云云。韓信・彭越の如く地を割きて王たるを得ず、周勃・灌嬰と列を同じくせしむるをいう。

P67解説のみ
【百二十二】大 (●)福 (●)再 (●)び (●)せ (●)ず (●)。楚の靈王の言。
【百二十三】羃 (●)蘺 (●)。婦人の頭に戴き、身を被うもの。
【百二十四】伊 (●)州 (●)。襄城郡に、東魏、北荊州を置く。後周、改めて和州と曰う。開皇の初、改めて伊州と曰う。大業の初、改めて汝州と曰い、尋ぎて改めて郡と爲す。李密、開皇の舊州名に復す。今の河南省河洛道嵩縣。

P68解説のみ
【百二十五】熊 (●)耳 (●)山 (●)。熊州の南に在り。
【百二十六】洛 (●)州 (●)。洛陽なり。
【百二十七】陝州の兵、既に密を邀うる能わず。密自ら以爲へらく、山を踰えて南し、他に邀阻無し。慮るに足らざるなりと。
【百二十八】一本には、仍 (●)の上に「武衞將軍に拝し」の五字有り。
【百二十九】領 (●)。當に舊唐書に依りて鎭に作るべし。
【百三十】世勣。此を以て知を太宗に受く。

P69解説のみ
【百三十一】懷 (●)戎 (●)。後漢の潘縣、上谷郡に屬す。北齊改めて懷戎縣と爲す。隋、幽州涿郡に屬す。
【百三十二】大 (●)乗 (●)。釋氏、人の性識根業の各々差あるを以て、故に大乗小乗の説有り。
【百三十三】監察御史は従八品上。
【百三十四】三 (●)尺 (●)の (●)法 (●)。三尺の竹簡を以て法律を書するなり。

P70解説のみ
【百三十五】侍御史は従六品上。唐の侍御史は推彈公廨雑事を掌る推は推鞠なり。彈は彈擧なり。公廨とは公廨の事、雑事とは臺の事總て悉く之を判するなり。
【百三十六】李義深は趙郡の著姓、高齊に事う
【百三十七】子 (●)野 (●)。晋の樂師曠の字
【百三十八】師 (●)襄 (●)。魯の樂師
【百三十九】殷 (●)鑑 (●)。齊の後主、國を亡ぼししは、亦此に由る。詩に云う、殷鑑遠からず、夏后の世に在りと。

P71解説のみ
【百四十】其後、安修仁兄弟、軌を縛して唐に歸す。卒に梁碩が慮りし所の如し。
【百四十一】謝統師等が軌の執うる所と爲ること、一百八十四卷義寧元年七月
